
　生産緑地買取り申出　手続きの流れ

凡 例

… 農地等所有者が

行う手続等

… 厚木市

※1：提出書類が全て整い、都市計画課において買取申出書を受付した日となります。

※2：

※3：買取り申出された生産緑地については、都市計画審議会の議を経て廃止手続を行います。

買取申出日から起算して３か月以内に当該生産緑地の所有権の移転（相続その他の一般継承による移転を除く。）が
行われなかったときは、行為の制限（生産緑地法第７条から第９条までの規定）の解除となります。

◆要件◆

①主たる従事者の死亡又は農林漁業に従事できないと認められる故障

②生産緑地指定後３０年経過

個別相談 必要に応じてご相談ください。（都市計画課）

主たる従事者証明書
（農業委員会）

土地所有者から買取申出書の提出（都市計画課）

買取申出書の受付
（買取申出日 ）

地方公共団体等への
買取意向の照会

生産緑地買取申出必要書類一覧表を
参照してください。

買取りの通知等（買取る又
は買取らない旨の通知）

買取らない旨の

通知の受取

農林漁業希望者への
あっせん依頼

買取り通知の受取
買取りあり

買取らない場合

農林漁業希望者へのあっせん
（農業委員会であっせん）

照会

回答

（地方公共団体等）
買取りの有無の回答

買取り協議

価格の協議
（成立しない場合は収用委員

会による決裁を申請）

買取る場合

生産緑地法第13条

生産緑地法第12条

生産緑地法第11条

生産緑地法第10条

あっせん成立の場合

営農の継続
（生産緑地の管理）

あっせん不調の場合

行為の制限解除
(買取申出日から３か月)

生産緑地法第14条

公園・緑地等として整備
（都市計画変更(生産緑地から除外)）

都市計画の手続
生産緑地の廃止

買
取
申
出
か
ら
１
か
月
以
内

①の場合のみ必要

行為の制限解除についての

通知の受取

買取らない旨の通知の日から１年経過
後に、当該土地を有償譲渡する場合は、
公有地の拡大の推進に関する法律に基
づき、土地有償譲渡届出書の提出が必要
になります。
手続きについては、都市計画課までお
問い合わせください。【公有地の拡大の推
進に関する法律に基づく届出について】


